
裾野市スポーツ少年団規程 

  

 
第１章 総 則 

  

第１条 この規程は、裾野市スポーツ少年団（以下「本団」という。）に関し、必要な事項を定める。 

 

第２条 本団は、裾野市内の単位スポーツ少年団（以下「単位団」という。）をもって組織する。 

  

第３条 本団は、事務所を裾野市内に置く。 

  

  

第２章 目 的  

  

第４条 本団は、単位団の普及と育成指導につとめ、その活動の活発化をはかり、青少年のスポーツ

の振興と、心身の健全な育成に資することを目的とする。 

  

  

第３章 事 業  

  

第５条 本団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  

（１） スポーツ少年団の育成に関する事業。 

（２） スポーツ少年団の指導者及びリーダーの養成に関する事業。 

（３） スポーツ少年団育成母集団の育成及び機能強化に関する事業。 

（４） スポーツ少年団の交流に関する事業。 

（５） スポーツ少年団の運動適正テストの実施。 

（６） スポーツ少年団指導者協議会の育成及び機能強化に関する事業。 

(７） 他市町スポーツ少年団、静岡県スポーツ少年団及び日本スポーツ少年団との交流に関する

事業。 

（８） 静岡県スポーツ少年団東部地区補助事業の実施 

（９） 広報及び出版に関する事業。 

（10） その他前条の目的達成に必要な事業。 

  

  

第４章 登 録  

 

第６条 本団への加入は、本団、静岡県スポーツ少年団及び日本スポーツ少年団に登録することによ

って行われる。 

  

    ２ 前項の登録は、毎年度更新するものとする。 

  

    ３ その他登録に関しては、本団が定める「裾野市スポーツ少年団登録規程」に定める。 

  

 

 

 

 

 

 



第５章 役 員   

  

第７条 本団は、次の役員を置く。 

  

（１） 本 部 長 １名 

（２） 副本部長 ３名以内 

（３） 本部委員 各単位団より２名以上３名以内 

（４） 監  事 ２名  

   

第８条 本部長及び副本部長・事務局長は、本部委員会において選任する。 

  

２ 本部長は、本団を代表し団務を統轄する。    

 

３ 副本部長は、業務及び事業を分担し、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたとき

は、あらかじめ指名した順序によりその業務を代行する。 

 

４ 事務局長は本部長の指示に協力し、団務の処理にあたる。 

 

  

第９条 本部委員は、単位団等より次のとおり選任する。 

  

（１） 単位団より２名以上３名以内、内１名は認定員とする。 

（２） 指導者協議会より若干名 

  

第１０条 監事は、本部委員会において選任する。 

  

２ 監事は、本団の事業及び会計を監査し、本部委員会に報告する。 

  

第１１条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

 

   ２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は、他

の役員の残任期間とする。 

  

３ 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 

  

第１２条 役員は、本団の役員としてふさわしくない行為のあった場合又は、特別の事情がある場合は、

その任期中であっても本部委員会の議決を経て解任することができる。 

  

  

第６章 顧 問  

  

第１３条 本団に顧問を置くことができる。 

  

２ 顧問は、本部委員の推挙により本部長が委託する。 

 

３ 顧問は、本部長の諮問に応じ、又は、本部長の要請により会議に出席して意見を述べること

ができる。 

 

４ 顧問の任期は第１３条第１項の規程を準用する。 

  

第７章 会 議   

  



第１４条 本団の会議は、本部委員会とする。 

  

第１５条 本部委員会は、本部委員をもって構成し、本部長が招集する。 

  

２ 本部委員会の議長は、本部長が努める。 

 

３ 本部長は、本部委員の３分の１以上から会議の目的事項を示して請求があったときは速やか

に本部委員会を招集しなければならない。 

  

４ 本部委員は、本部委員会に出席し、次に掲げる事項を審議決定する。 

  

（１） 役員の選出 

（２） 事業計画の決定と事業報告の承認 

（３） 予算の決定と決算の承認 

（４） その他の重要な事項 

 

第１６条 本部委員会は、本部委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開き議決することができな

い。 

  

２ 本部委員会の議決は、出席本部委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

３ 本部委員が本部委員会に出席できないときは、書面をもって他の本部委員に議決権を委任

することができる。 

  

第８章 専 門 部 会     

  

第１７条 本団は、本部委員会に必要な専門部会を設けることができる。 

  

２ 専門部会に関する必要事項は、本部委員会の議決を経て別に定める。 

 

第９章 裾野市スポーツ少年団指導者協議会   

  

第１８条 本団は、指導者の指導力の向上を図り、単位団のより健全な育成を図るため、裾野市スポ

ーツ少年団指導者協議会を設置し、育成指導する。 

  

２ 裾野市スポーツ少年団指導者協議会の組織等に関する必要な事項は、本部委員会の議決

を経て別に定める。  

 

第１０章 会 計 

  

第１９条 本団の予算は、次に揚げるものをもって支弁する。 

  

（１） 登録料 

（２） 補助金 

（４） 寄付金 

（５） その他の収入 

  

第２０条 本団の収支決算は、毎会計年度終了後１ヶ月以内に、本部委員会の承認を受けなければな

らない。 

  

第２１条 本団の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 



                

第１１章 事務局 

  

第２２条 本団の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び事務局員若干名を置く。 

  

２ 事務局長は、事務局を統轄し、事務局員を指揮監督する。 

    

３ 事務局員は、本部委員会の議決を経て本部長が委嘱する。 

 

４ 事務局員は、事務局長の命を受け、本団の事務を処理する。 

 

５ 庶務、経理、その他事務処理上必要な事項は、本部委員会の議決を経て事務局長が別に定め

る。 

 

６ 静岡県スポーツ少年団及び日本スポーツ少年団との連絡調整及びその他必要業務を行う。  

  

  

第１２章 雑 則 

  

第２３条 この規定の改廃は、本部委員会において３分の２以上の同意を得たのち変更することができ

る。 

  

附 則 

  

  この規定は、平成１８年６月１日から施行する。 

 

附 則 

  

  この規定は、平成２１年４月 1日から施行する。 

 

附 則 

  

  この規定は、平成２２年１月 1日から施行する。 

 

附 則 

  

  この規定は、令和３年４月 1日から施行する。 

 


